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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第３四半期
累計期間

第47期
第３四半期
累計期間

第46期

会計期間

自 2020年
　４月１日
至 2020年
　 12月31日

自 2021年
　４月１日
至 2021年
　 12月31日

自 2020年
　４月１日
至 2021年
　 ３月31日

売上高 （千円） 3,174,891 3,468,003 4,257,859

経常利益 (千円) 529,565 671,601 653,622

四半期（当期）純利益 （千円） 341,311 457,791 417,405

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 831,413 831,413 831,413

発行済株式総数 （株） 4,558,860 4,558,860 4,558,860

純資産額 （千円） 4,568,163 4,891,944 4,659,510

総資産額 （千円） 6,808,841 7,142,052 6,962,332

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 81.97 112.65 100.63

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 15.00

自己資本比率 （％） 67.1 68.5 66.9

 

回次
第46期

第３四半期
会計期間

第47期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 33.92 38.97

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．当社は、「株式給付信託（J-ESOP）」、「株式給付信託（BBT）」を導入しております。本制度の導入に伴

い、当該信託口が保有する当社株式を１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当

該会計基準等を適用した後の指標等になっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)経営成績の状況

　当第３四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の進展や緊急

事態宣言の解除等により、経済活動にも緩やかな回復の兆しがみられるものの、新たな変異株による感染再拡大

が懸念されるなど、依然として予断を許さない状況が続いております。

　臨床検査薬業界においては、同感染症による医療機関への外来・入院患者数の減少や、感染予防対策強化に伴

うインフルエンザウイルス等の既存感染症検査需要の激減、また訪問規制をはじめとした営業・学術活動の制限

等の影響が見受けられた一方で、急激に成長した新型コロナウイルス関連検査市場をはじめ、診断・治療等に欠

かせない検査需要に変化はなく、継続して臨床的価値ある検査の供給が求められています。当社におきまして

は、通常検査に欠かせない生化学試薬や輸血機器・試薬等の開発、製造、拡販に注力しており、業績は堅調に推

移しております。

　このような状況の中、当社の当第３四半期累計期間は、生化学、免疫血清学検査用試薬等の製品売上が堅調に

推移する一方、営業・学術活動等の制限に伴う販売費及び一般管理費の減少から、売上高は、34億６千８百万円

（前年同期比9.2％増）となりました。営業利益は、６億６千２百万円（前年同期比27.5％増）、経常利益は、

６億７千１百万円（前年同期比26.8％増）、四半期純利益は、４億５千７百万円（前年同期比34.1％増）となり

ました。

 

(2)財政状態の状況

　当第３四半期会計期間末における資産合計は、71億４千２百万円となり、前事業年度末と比べ１億７千９百万

円の増加となりました。流動資産は42億８千２百万円となり、前事業年度末と比べ２億２千４百万円の増加とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が１億２百万円、商品及び製品が１千１百万円減少し、受取手形及び

売掛金が２億９千８百万円増加したこと等によります。固定資産は28億５千９百万円となり、前事業年度末と比

べ４千５百万円の減少となりました。その主な要因は、固定資産の取得により１億１千７千万円増加し、減価償

却の進捗により１億１千４百万円、繰延税金資産が３千９百万円減少したこと等によります。

　当第３四半期会計期間末における負債合計は、22億５千万円となり、前事業年度末と比べ５千２百万円の減少

となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が６千６百万円、借入金が４千万円増加し、賞与引当金が

６千万円、未払法人税等が４千７百万円減少したこと等によります。当第３四半期会計期間末における純資産の

額は48億９千１百万円となり、前事業年度末と比べ２億３千２百万円の増加となりました。その主な要因は、自

己株式の取得により１億５千８百万円、配当金６千５百万円の支払いで減少し、四半期純利益４億５千７百万円

を計上したこと等によります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は１億６百万円であります。

　なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に変更はありません。

当社は、流動性資金を安定的に確保するための基本方針として、年次資金計画に基づき、事業運営のために必要

な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、現金及び現金同等物の十分な流動性を確保しながら、事業

継続と将来に向けた事業の拡大のため、効率的に資本を投下、運用していくことが経営課題であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(2021年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(2022年２月１日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,558,860 4,558,860

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株であり

ます。

計 4,558,860 4,558,860 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

2021年10月１日～

2021年12月31日

 

－ 4,558,860 － 831,413 － 928,733

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

－ 単元株式数100株
普通株式 339,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,217,300 42,173 同上

単元未満株式 普通株式 1,960 － －

発行済株式総数  4,558,860 － －

総株主の議決権  － 42,173 －

　（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数10個）が含まれ

ております。また、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（BBT)」の信託財産（所有者名義「株

式会社日本カストディ銀行（信託E口）」275,500株（議決権の数2,755個）が含まれております。

２.「単元未満株式」の欄には、自己株式の株式56株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社カイノス

東京都文京区本郷二丁目

38番18号
339,600 － 339,600 7.45

計 － 339,600 － 339,600 7.45

　（注）「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（BBT)」の信託財産（所有者名義「株式会社日本カストディ銀

行（信託E口）」275,500株は、四半期財務諸表において自己株式として表示しておりますが、当該株式は、当

社の信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、上記に含めておりません。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2021年10月１日から2021年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,243,770 2,140,889

受取手形及び売掛金 1,206,492 ※ 1,505,229

商品及び製品 307,489 295,654

仕掛品 75,370 71,168

原材料及び貯蔵品 193,584 242,239

その他 31,149 27,421

流動資産合計 4,057,857 4,282,603

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 596,231 586,041

土地 1,786,539 1,786,539

その他（純額） 148,775 185,025

有形固定資産合計 2,531,546 2,557,606

無形固定資産 97,539 67,210

投資その他の資産 275,389 234,631

固定資産合計 2,904,475 2,859,448

資産合計 6,962,332 7,142,052

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 440,275 ※ 507,066

短期借入金 600,000 440,000

未払法人税等 126,196 78,826

賞与引当金 122,644 61,700

その他 604,744 563,710

流動負債合計 1,893,860 1,651,304

固定負債   

長期借入金 300,000 500,000

株式給付引当金 6,482 6,482

役員株式給付引当金 23,291 31,695

その他 79,187 60,625

固定負債合計 408,961 598,803

負債合計 2,302,822 2,250,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 831,413 831,413

資本剰余金 928,733 928,733

利益剰余金 3,219,029 3,611,283

自己株式 △349,950 △508,050

株主資本合計 4,629,226 4,863,379

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,283 28,564

評価・換算差額等合計 30,283 28,564

純資産合計 4,659,510 4,891,944

負債純資産合計 6,962,332 7,142,052
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 3,174,891 3,468,003

売上原価 1,438,855 1,616,797

売上総利益 1,736,036 1,851,206

販売費及び一般管理費 1,216,636 1,189,148

営業利益 519,399 662,058

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,452 5,545

為替差益 7,035 5,520

業務受託料 － 4,926

その他 4,324 1,710

営業外収益合計 16,812 17,703

営業外費用   

支払利息 5,887 5,711

その他 759 2,449

営業外費用合計 6,647 8,160

経常利益 529,565 671,601

特別利益   

固定資産売却益 296 －

特別利益合計 296 －

特別損失   

固定資産除却損 772 1,419

投資有価証券評価損 40,293 －

特別損失合計 41,066 1,419

税引前四半期純利益 488,795 670,182

法人税、住民税及び事業税 111,283 173,990

法人税等調整額 36,200 38,400

法人税等合計 147,483 212,390

四半期純利益 341,311 457,791
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高及び営業利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の

当期首残高に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

 

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

　これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

　（株式給付信託（J-ESOP）について）

　　１．取引の概要

　　　　当社は、株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有すること

により、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業員インセンティ

ブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　　　　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当

社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定

の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に

対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別

管理するものとします。

　　２．信託に残存する自社の株式

　　　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前第３四半期会計期間末

104,944千円、179,700株、当第３四半期会計期間末104,944千円、179,700株であります。

　　３．会計処理の方法

　　　　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号2015年３月26日）に基づき、総額法を適用しております。規程に基づき従業員に付与したポイント数

を基礎として、費用及びこれに対応する引当金を計上しております。

 

　（株式給付信託（BBT）について）

　　１．取引の概要

　　　　当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によ

るメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と

企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」（以

下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　　　　本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対して当社

株式を給付する仕組みです。当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与し、取締役を

退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいま

す。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役

が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役に付与されたポイントの一定

割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給

付します。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、

信託財産として分別管理するものとします。
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　　２．信託に残存する自社の株式

　　　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前第３四半期会計期間末

50,007千円、95,800株、当第３四半期会計期間末50,007千円、95,800株であります。

　３．会計処理の方法

　　　　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。規程に基づき役員に付与したポイント数を

基礎として、費用及びこれに対応する引当金を計上しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

※四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

受取手形 －千円 19,122千円

支払手形 －千円 701千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

減価償却費 105,613千円 114,167千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月18日

定時株主総会
普通株式 66,858 15.00 2020年３月31日 2020年６月19日 利益剰余金

(注)2020年６月18日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金4,132千円が

含まれております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月17日

定時株主総会
普通株式 65,538 15.00 2021年３月31日 2021年６月18日 利益剰余金

(注)2021年６月17日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金4,132千円が

含まれております。

 

２．株主資本の著しい変動

　当社は、2021年11月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式150,000株の取得を行いました。この

結果、当第３四半期累計期間において自己株式が158,100千円増加し、当第３四半期会計期間末において

自己株式が508,050千円となっております。
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（金融商品関係）

　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

 　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

 　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社は、臨床検査薬の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（単位：千円）

 製品 商品 合計

主要な財又はサービスのライン    

生化学検査用試薬 1,649,972 66,601 1,716,574

免疫血清検査試薬 1,192,927 411,953 1,604,881

その他 145,445 1,103 146,548

顧客との契約から生じる収益 2,988,344 479,659 3,468,003

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

 １株当たり四半期純利益金額 81円97銭 112円65銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 341,311 457,791

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 341,311 457,791

普通株式の期中平均株式数（株） 4,164,104 4,063,704

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金

額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。１株当たり四半期純利益金額

の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第３四半期累計期間275,500株、当第３四半期累

計期間275,500株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２２年２月１日

株式会社カイノス

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 春日　淳志

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　睦史

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カイ

ノスの２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第４７期事業年度の第３四半期会計期間（２０２１年１０月

１日から２０２１年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年１２月３１日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カイノスの２０２１年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

 

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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